
接待飲食費

会議費・福利厚生費

1人5,000円以下※

1人5,000円超※

社内飲食費

飲食以外の交際費

　　　　　　
　社外の人あり飲食を伴う費用

×

×

〇

〇

〇

交際費

※いわゆる「5,000円基準」により交際費等の額に該当したものが、損金算入。

交際費等

社内飲食費
　　・一部の者

　　・金額問わない

社外飲食費
　　5,000円超

　《接待飲食費》

損金
　　5,000円以下


